
様式3-1

Ⅰ　基本情報

指定管理者評価シート

事業名

札幌エルプラザ公共4施設管理業
務
・男女共同参画センター運営管理
(消費者センター維持管理含む)
・市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営管理
・環境プラザ運営管理

所管課（電話番号）

(1) 市民文化局市民生活部男女共同参
画室男女共同参画課（211-2962）
(2) 市民文化局市民生活部消費生活課
（211-2245）
(3) 市民文化局市民自治推進室市民活
動促進担当課（211-2964)
(4) 環境局環境都市推進部環境政策課
（211-2877）

目的

名称

札幌エルプラザ公共4施設（札幌市男女
共同参画センター、札幌市消費者セン
ター、札幌市市民活動サポートセンター
及び札幌市環境プラザ）

所在地 北区北8条西3丁目札幌エルプラザ内

9929.63㎡（札幌市男女共同参画セン
ター：6795.58㎡、札幌市消費者センター：
1050.65㎡、札幌市市民活動サポートセン
ター：1038.13㎡、環境プラザ：1045.27㎡）

(1) 札幌市男女共同参画センター
　男女共同参画の推進に関する活動の総合的な拠点施設として設置。
(2) 札幌市消費者センター
　消費生活に関する情報の収集及び提供、相談等を行い、もって市民の消費生活の安定及び向上
を図るために設置。
(3) 札幌市市民活動サポートセンター
　市民活動の総合的な促進を図ることにより、活力ある地域社会の実現に寄与するために設置。
(4) 札幌市環境プラザ
　環境に優しい社会を創造し、地球環境の保全に貢献していくため、環境の保全に関する活動の総
合的な拠点として設置。

開設時期 平成15年9月 延床面積

１　施設の概要
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2　指定管理者

事業概要

名称

募集方法

(1) 札幌市男女共同参画センター
 ① 男女共同参画に関する学習機会の提供、学習成果の発表及び指導者等の人材育成に関するこ
と。
 ② 男女共同参画に関する調査、研究、企画立案及び啓発に関すること。
 ③ 男女共同参画に関する情報の収集及び提供に関すること。
 ④ 男女共同参画に関する市民の自主的な活動及び交流の支援に関すること。
 ⑤ 男女共同参画に関する相談に関すること。
 ⑥ センターの施設を使用に供すること。
 ⑦ その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(2) 札幌市消費者センター
 ① 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
 ② 消費生活に関する各種講習会、講演会等の開催に関すること。
 ③ 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。
 ④ 商品のテスト及び実験・実習の実施に関すること。
 ⑤ 消費者の自主的な活動及び交流の支援に関すること。
 ⑥ センターの施設を使用に供すること。
 ⑦ その他センターの設置目的を達成するために必要な事業。
(3) 札幌市市民活動サポートセンター
 ① 市民活動に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。
 ② 市民活動に関する交流の支援に関すること。
 ③ 市民活動に関する研修及び学習の機会の提供に関すること。
 ④ 市民活動に関する調査、研究、企画立案及び啓発に関すること。
 ⑤ センターの施設を使用に供すること。
 ⑥ その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(4) 札幌市環境プラザ
 ① 環境の保全に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。
 ② 環境の保全に関する学習事業の実施に関すること。
 ③ 環境の保全に関する市民の自主的な活動及び交流の支援に関すること。
 ④ 環境の保全に関する技術の普及に関すること。
 ⑤ プラザの施設を使用に供すること。
 ⑥ その他プラザの設置目的を達成するために必要な事業

指定期間

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

平成30年4月1日～令和5年3月31日

主要施設

(1) 札幌市男女共同参画センター
ホール、研修室（5室）、大研修室・中研修室、和室（5室）、洋和裁室、工芸室、特別会議室、多目的
室、OA研修室、料理実習室、健康スタジオ（2室）、音楽スタジオ（2室）、男女共同参画研究室（4
室）、託児室（4室）
(2) 札幌市消費者センター
消費者サロン、消費生活相談窓口、展示コーナー、食材研究室、託児コーナー、会議室（4室）
(3) 札幌市市民活動サポートセンター
打合せコーナー、会議コーナー、印刷作業室、事務ブース
(4) 札幌市環境プラザ
展示コーナー、環境研修室（2室）、ミーティングルーム
(5) 情報センター
図書コーナー、パソコンコーナー、ＡＶコーナー

非公募

札幌市男女共同参画センター及び札幌市市民活動サポートセンターの設置目的は、短期的に達成
できるものではなく、長期的な視野に立った継続的な事業運営や人材育成、ノウハウの蓄積などを
特に必要とする。また、事業内容の企画立案等を本市と指定管理者とが一体となって、基本計画等
に基づく運営を行うには、本市が継続的かつ積極的に関与できる団体を指定管理者とする必要があ
るが、これまでの事業の実績と信頼性があり、本市の出資団体で一定の関与を行っている当団体で
なければ、当該施設の設置目的の達成に支障が生じるため、非公募とする。
札幌市消費者センター及び札幌市環境プラザについては、札幌エルプラザ公共４施設を一体的に管
理し、効率的・効果的な運営を行うには、札幌市男女共同参画センター及び札幌市市民活動サポー
トセンターと同一の団体により管理を行う必要があるため、非公募とする。
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Ⅱ　令和元年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

c

c

指定単位

施設数：４

複数施設を一括指定の場合、その理由：複合施設としての利点を生かして業務の一元化・共通化を
進め、業務の効率化と利用者満足度の向上を図る。

業務の範囲

1　業務の要求水準達成度

項　目 実施状況

複数施設を一括評価の場合、その理由：公共４施設を一括指定しているため、共通業務は一括評価
し、各施設ごとの業務は個別に評価。

指定管理者
の自己評価

▼公共4施設のエネルギー管理として館内照明の節電、
冬期間の保温対策としてエコシルフィーの活用（1階エント
ランス及び3階ホール）、エスカレーターの運転停止による
節電を行った。
▼職員による「エコプロジェクト」の活動を進め、貸室等の
冷・暖房の適正温度設定や温水洗浄便座等トイレの使用
に関する情報提供など市民参画型での啓発を行った。ま
た、事務所内の照明消灯による節電や空調効率を上げる
取り組みなど、市民の利用を妨げない範囲での取り組み
を実施した。

環境プラザを有する
施設として4施設全
体のエネルギー管
理を行うことで、環
境に配慮した取り組
みを進めることがで
きた。職員による取
り組みも、継続して
行うことで定着する
ことができた。

施設数：４

▽　管理運営に係る基本方針の策定

３　評価単位

複合施設総合管理業務、複合施設事業運営業務、男女共同参画センター事業運営業務（利用料金
制度）、消費者センター事業運営業務（上記事業概要①⑤⑥のみ）、市民活動サポートセンター事業
運営業務（利用料金制度）、環境プラザ事業運営業務（利用料金制度）、情報センター事業運営業
務、維持管理業務

所管局の評価

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

（１）統括管理
業務

▼「まちの活力を高める活動の拠点～多様性に富んだ市
民との共創」という基本理念のもと、「出会いとつながりの
創出～広がるネットワーク」「情報の収集と発信の拠点～
活動の拡大と潜在的活動者の再発見」「多様な活動主体
との協働～社会課題の解決のステージ作り」「コスト・マネ
ジメント～管理運営の効率化」を具体的な取り組みの方
針として策定した。

「男女共同参画」
「市民活動」「環境
保全」に関する総合
的な拠点施設とし
て、札幌市の各プラ
ン等に基づき事業
を展開することがで
きた。

▼全ての利用者に公平な施設利用及び活用が可能であ
ることを方針とし、差異を認める必要がある時には、札幌
市の条例をはじめ関係法令、社会通念等を鑑み、合理的
な理由に基づいて取り扱いを行った。
具体的な取り組みとして、有料貸室受付及び活動支援施
設予約の公開抽選（有料貸室は偶数月初日、活動支援
施設は奇数月15日に実施）、Windows7のサポート期間終
了に伴う複合施設予約システムの更新（令和2年2月より
有料貸室抽選予約のWeb受付開始）を行った。

札幌市の条例及び
規則に則り、あらゆ
る市民が公平に貸
室等を利用できるよ
うにサービスを提供
することができた。
特に施設の予約シ
ステムを更新したこ
とで、利用者の利便
性をさらに高めるこ
とができた。今後も
利用者のニーズを
的確に捉え、迅速な
対応をすることで市
民サービスの向上
を目指す。

具体的な方針を
策定のうえ、基本
理念に基づいた
管理運営や各事
業を行っているこ
とが評価できる。
（男女共同参画
課）

節電等エネル
ギー使用量の抑
制についてＰＤＣＡ
サイクルにより、
市民利用に配慮し
つつ積極的かつ
継続的に取り組ん
でおり、環境等に
配慮した対策がな
されている。
（男女共同参画
課）

関係法令や平等
利用に係る方針
に則り、公共４施
設における平等利
用が適正に確保さ
れており利用者
ニーズを的確に捉
えた施設管理等
の結果、高水準の
有料貸室利用率
に繋がっており、
評価できる。
（男女共同参画
課）
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c

c

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▼下記の業務については、専門的な知識を有し、効果的
な維持管理ができる第三者に対する委託を行い、業務を
遂行した。
○清掃業務
○警備・案内業務（その2含む）
○インターネット接続サービス業務
○情報システム保守管理業務
○可動式間仕切り設備保守業務
○ホール舞台照明設備保守業務
○ホール電動式移動観覧席設備点検・保守業務
○環境プラザ展示装置保守点検業務
○その他、施設、設備及び備品の修繕業務

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従事
者の確保・配置、人材育成）

資格者及び専門知
識や経験を有する
者を選定し、業務を
委託することができ
た。
契約に関しては、札
幌市及び指定管理
者の登録業者から
入札等により公正
に選定し、適正な事
務処理を行うことが
できた。

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確保、
受託者への適切監督、履行確認）

▼適切な管理運営を確保するため、統括責任者、実務統
括者、実務責任者を配置した。特に実務統括者について
は、各分野の専門性を鑑み2名体制とした。
▼指揮命令系統（組織図）、事務分掌、緊急連絡網等を
定めた。
▼専門的知識や技術を高めるため、各分野の派遣研修
に参加した。また、新任者研修、職場内研修、自己啓発
研修等を実施した。

各分野に精通する
市民活動団体など
の利用に応えるた
め、職員の資質向
上に努めることがで
きた。
時勢の変化を捉
え、必要な情報収
集能力を持ち、経営
能力を有する職員
の配置を行うことが
できた。

▼清掃業務及び警備・案内業務担当者との連絡調整会
議を設け、施設管理に関する情報共有を行った。
▼管理業務及び事業担当者の会議、職員で構成する業
務改善に向けた会議を定期的に開催し、情報共有を行っ
た。

定期的な情報共有
を行ったことで、課
題の早期発見・早
期改善につなげる
ことができた。職員
間でも業務改善の
意識が浸透したこと
で、管理水準の向
上につながった。

明確な指揮命令
系統のもと、労務
管理や人材育成
等が適正に実施さ
れている。
（男女共同参画
課）

業務受託者と情
報共有を図る会
議の場を設けるこ
と、職員間でも業
務改善を目的とし
た会議を開催する
こと等により、適
切に管理水準の
維持向上が図ら
れている。
（男女共同参画
課）

専門業者への委
託にあたって、業
務の適正確保及
び再委託先に対
する指揮監督・履
行確認が行われ
たと認められる。
（男女共同参画
課）
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▼市民活動サポートセンター運営協議会業務

＜協議会メンバー＞

第１回
（9月6日）

・令和元年度札幌エルプラザ公共４施設
の管理運営に関する報告（中間）
・令和元年度札幌エルプラザ公共４施設
の利用者アンケートに関する報告
・令和元年度札幌市男女共同参画セン
ター事業報告（中間）及び令和2年度事
業計画
・意見交換
非常時のセンターの役割について

・北海道ガス株式会社（北海道経済連合会労働政策局
出向）
・合同会社DialoggerCSR・SDGs推進事業部統括アドバ
イザー
・北海道大学大学院教育学研究院准教授
・公募委員
・札幌市市民文化局市民生活部男女共同参画室男女
共同参画課長
・公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会市民参画
部長

▼札幌市男女共同参画センター運営協議会業務

協議・報告内容

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等の開
催）

現在実施している
事業のその先の展
開について、また、
まだアプローチので
きていない市民との
接点をどう図るかと
いう課題を委員そ
れぞれの専門分野
の見地からご意見
をいただくことがで
き有益な機会とする
ことができた。
第2回は、新型コロ
ナウイルス感染拡
大の状況下であっ
てもオンラインで開
催することで、非常
時にも動きを止める
ことなく必要な議論
を行うことができ
た。

開催回 協議・報告内容 効率的な事業運営
並びに管理運営に
ついてのご意見や、
今後の事務ブース
利用の展開などに
ついてのアドバイス
をいただいた。
施設利用者を中心
とした、場に集まる
マンパワーの活用
方法、居場所機能
の強化の推進につ
いてのアイデアを伺
う機会とすることが
できた。

開催回

・平成30年度札幌エルプラザ公共４施設
の管理運営に関する報告
・平成30年度札幌エルプラザ公共４施設
の利用者アンケートに関する報告
・平成30年度札幌市男女共同参画セン
ター事業報告
・令和元年度札幌市男女共同参画セン
ター事業計画
・意見交換
「若年層への一歩踏み込んだ支援のあり
方について」

第１回
7月10日

・平成30年度札幌市市民活動サポートセ
ンター事業報告
・令和元年度札幌市市民活動サポートセ
ンター事業計画
・事務ブース使用団体（10月入居）選考
委員の選出について

第2回
2月20日

・令和元年度札幌市市民活動サポートセ
ンター事業報告（中間）
・令和2年度札幌市市民活動サポートセ
ンター事業計画
・札幌市市民活動サポートセンター改修
後の活用方法について

第2回
（3月17日）

運営協議会にお
ける意見や提案
が、事業に適切に
反映され、効果的
な運営を行ってい
ることが認められ
る。
また、第２回会議
は、新型コロナ
ウィルス感染症の
感染拡大防止の
観点から、開催自
体が危ぶまれたも
のの、オンライン
で実施された。非
常時にも関わら
ず、臨機応変に対
応を行った点は評
価できる。
今後も、事業の課
題抽出・検討の場
として協議会を効
果的に運営すると
ともに、有効に活
用することを期待
する。
（男女共同参画
課）

協議会の委員は、
様々な職種の有
識者で構成され、
公募委員の起用、
女性委員登用比
率が40％以上を
確保したうえで、
客観的な視点か
ら、センターの事
業運営・評価を受
けている。
協議会から出され
る多様な意見は、
センターの事業運
営に大きく寄与す
ると認められるこ
とから、引き続き、
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c 札幌市所管部局に
よる業務・財務検査
や指定管理者の内
部監査等を実施し、
常に適正な管理を
行うことができた。
札幌エルプラザ公
共4施設内で現金の
取扱時間を統一し
たことで現金管理の
効率化が進んだ。

開催回 運営協議会は概
ね円滑な運営を
行っている。今後
も引き続き委員の
意見を反映させな
がら、適切な運営
に努めていただき
たい。
（環境政策課）

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

▼資金管理については指定管理者の財務規程に基づき
適正に管理を行った。また、ネットワークシステムによる経
理の一元管理を行い、事故の未然防止に努めた。
▼現金等の取り扱いについては資金及び現金取扱者を
指名し、また入金専用の預金通帳による管理、指定管理
者の経理部門による定期的な確認を行い、適正に管理し
た。
▼札幌エルプラザ公共4施設内で現金の取扱時間を統一
し、現金管理の効率化を図った。

環境プラザの現状
や事業計画につい
て報告し、活発な議
論が行われた。環
境教育の今後の在
り方について意見を
交換し、指導者向け
研修の展開につい
てアドバイスをいた
だくなど、今後の環
境プラザの方針を
探る機会とすること
ができた。

第１回
5月31日

・平成30年度札幌市環境プラザ事業報
告
・令和元年度札幌市環境プラザ事業計
画
・環境教育についての情報交換

第2回
11月27日

・令和元年度札幌市環境プラザ事業報
告（中間）
・今後の事業展開について

＜協議会メンバー＞

・藤女子大学人間生活学科教授
・公益財団法人北海道環境財団環境教育推進課職員
・NPO法人ひまわりの種の会代表理事
・札幌市教育委員会学校教育部教育課程担当課企画
担当係長
・北海道コカ・コーラボトリング株式会社 広報・CSR推進
課長
・公募委員（2人）
・環境局環境都市推進部環境活動推進担当課長
・公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会市民参画
部長

＜協議会メンバー＞

・太田明子ビジネス工房代表
・弁護士（NPOのための弁護士ネットワーク）
・認定NPO法人Kacotam理事長
・おてんキッズ＋代表
・北海学園大学法学部教授
・NPOファシリテーションきたのわ代表
・公募委員
・札幌市市民文化局市民自治推進室市民活動促進担
当課長
・公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会市民参画
部長

協議・報告内容

▼環境プラザ運営協議会業務

業務検査・財務検
査の結果、適正に
財務管理が行わ
れていることを確
認した。
（男女共同参画
課）

とから、引き続き、
協議会において
活発な意見交換
がなされるよう、
適正な運営に努
め、市民活動促進
に貢献していただ
きたい。
（市民活動促進担
当課）

6



様式3-1

c

c

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▽　要望・苦情対応

非常時におけるさま
ざまなケースの評
価・分析を行い、市
民の安全、安心の
確保するために備
えることができた。
今後も継続して関
係機関との連絡体
制の構築・強化に
努める。

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上へ
の配慮、連絡体制確保、保険加入）

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリン
グの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己評価
の実施）

職員のライフステー
ジに合わせた調整
を図り、働きやすい
環境となるよう努め
た。また、試験的に
多様な働き方を想
定した勤務を行っ
た。
面談制度により雇
用に係る意識確認
を相互に把握する
仕組みができた。

（2）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▼労働基準法、男女雇用均等法、育児・介護休業法、そ
の他の労働関係法令を遵守し、適正な労務管理を行っ
た。また、確実に5日以上の年休を取得できる職場環境の
構築を行った。
▼正規職員を新たに雇用する際、内部登用試験を実施
し、非正規職員から正規職員登用があった。
▼人材育成のための目標設定による面談制度を実施し、
職場環境の維持向上を図った。

▼札幌市所管部局や札幌エルプラザ管理組合と連携し、
利用者の安全確保を最優先とした安全安心な施設づくり
を目指した。
▼前年度の災害時における経験を生かし、緊急時の連絡
体制を見直し、札幌市所管部局及び札幌エルプラザ管理
組合との更なる連携を図った。
▼市民活動サポートセンターのレイアウトを変更し、市民
サービスの向上に努めた。
▼新しい複合施設予約システムの稼働開始により、市民
サービスの向上につながった。
▼施設賠償責任保険に加入するとともに、施設外事業等
においては随時傷害保険に加入し、利用者の安心、安全
の確保に努めた。

▼利用者アンケートを実施し、利用者満足度などを測定
するとともに、意見要望を把握し業務水準の向上につな
げた。（令和元年度施設満足度91%、接遇満足度94%）
▼「ご意見箱」を常時設置し、利用者からの意見や要望に
対して、迅速な対応を図った。

各記録を基に、市
民ニーズを捉えた
運営ができている
かを定期的かつ自
主的に測定、点検
し、自己評価を行う
ことができた。

▼市民から受けた寄せられた意見等は真摯に受け止め、
迅速かつ適正に対応し、施設の管理運営の向上に努め
た。

困難な事態の処理
においては、指定管
理者のみで判断せ
ず、札幌市に相談、
協議の上、解決を
図ることができた。

意見や要望につ
いて迅速かつ誠
実な対応をしてい
ると認められ、必
要に応じて札幌市
との連絡調整も十
分図られている。
（男女共同参画
課）

日頃から市民ニー
ズの把握に努め、
事業の記録、報
告、評価が適切に
なされていると認
められる。
（男女共同参画
課）

関係法令に則り、
公共４施設におけ
る法令の遵守、適
正な雇用環境の
確保とともに、内
部登用試験の実
施による非正規職
員から正規職員
への登用が行わ
れたこと等は評価
できる。
（男女共同参画
課）

適正に施設の維
持管理や緊急時
の連絡体制の確
保がなされ、業務
の実施にあたり利
用者の安全確保
が図られている。
新複合施設予約
システムの稼働開
始時の利用者へ
の親切・丁寧な対
応等は評価でき
る。
（男女共同参画
課）
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▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修
繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

▼施設の維持管理については、日常点検及び定期点検、
臨時休館日における点検を実施した。
▼職員や警備・案内員による巡回を通じて、施設・備品の
劣化・破損・故障等を発見し、補修等、早期に対応した。
▼清掃業務、警備・案内業務、ホール電動式移動観覧席
設備保守業務、ホール舞台照明設備保守業務、可動間
仕切り設備保守業務、環境プラザ展示装置保守点検業
務、情報システム維持管理業務、インターネット接続サー
ビス業務については、専門的な技術を有する第三者に委
託し、効率的な施設維持管理を行った。

施設、設備の日常
点検及び定期点検
等によって劣化・破
損・故障等を早期に
小規模のうちに確
認することで、事故
や大規模修繕を未
然に防ぐことができ
た。
専門的な技術を有
する第三者に委託
した業務では、市民
サービスの向上を
目指して連携するこ
とで安定的に役務
を供給することがで
きた。

▼札幌エルプラザ公共4施設自衛消防隊を組織し、自衛
組織による消防訓練及び民間棟も含めた消防訓練を各１
回行った。
▼昨年度の大規模災害での経験を生かし、緊急時の連
絡体制や行動計画を再確認した。

全職員で利用する
市民の安全を第一
に行動することを確
認できた。
危機管理マニュア
ルや防災訓練を基
に、関係機関との体
制構築・強化に努
めた。

▽　防災

専門業者への再
委託業務を含め、
適切に維持管理
が行われたと認め
られる。建物設備
の経年劣化による
故障等が年々増
加傾向にあること
から、今後も本市
との連携を深め、
利用者への影響
を最小限に留めな
がら、施設の適切
な維持管理が行
われることを期待
する。
（男女共同参画
課）

防災に関するマ
ニュアル作成のほ
か、定期的な訓練
が行われており、
十分な危機管理
体制が構築されて
いる。
（男女共同参画
課）

市民活動サポート
センターについ
て、市民活動の場
としての有用性を
高めると共に美
化・衛生面を考慮
して改修工事を実
施したことは、市
民活動促進に大
きく貢献するもの
である。なお、新
型コロナウイルス
感染症対応に伴う
休館情報等、市民
への影響が大き
いものについて
は、速やかにホー
ムページに掲載す
るなど、迅速な対
応に努めていただ
きたい。（市民活
動促進担当課）
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【複合施設総合管理業務】 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

【男女共同参画センター事業の計画・実施業務】

c

（4）事業の計
画・実施業務

▽　窓口業務

▽　広報・広聴業務

▽　学習機会の提供、学習成果の発表及び指導者等の人
材育成に関する業務

▼総合案内窓口では、複合施設予約システムの改修・貸
室事前予約方法（来館型からインターネットでの申込型
へ）の変更に向けての一般利用者への周知を段階的に
行った。
▼保有する個人情報については、当協会の「個人情報の
保護に関する規程」に則った適正な取り扱い、個人の権
利利益の保護に努めた。

▼子ども・若者のためのエンパワメント事業
将来の男女共同参画の担い手である子どもや若者層に
対して、男女共同参画の啓発を広めることを目的に実施
した。
①ミニワークショップ「もしも札幌の学生が東大入学式に
出席したら」参加者：3人）
ジェンダーや男女共同参画に関する気づきを与えより深く
学ぶために、上野千鶴子さんによる東京大学入学式の祝
辞をもとにワークショップを実施した。（男女共同参画週間
関連事業として実施）
②「自習スペース開放」（参加者：13人）
③ボーイズトーク～男子のための〇〇を語る会（参加
者:13人）　他

▼ジェンダーイシューに関わる学習機会の提供事業
さまざまな社会課題をジェンダーの視点から見つめ、問題
提起と考える機会の提供を行った。
①映画『女を修理する男』上映会＆トーク（参加者：65人）
映画『女を修理する男』の上映会、講演とディスカッション
を通じて、コンゴの現状を知るとともに、一人ひとりがジェ
ンダー平等の達成の担い手であることを認識することを目
的に実施した。
基調講演「コンゴの女性と日本の私たち」講師：華井和代
さん
パネルディスカッション「私たちができるアクションは－合言
葉はHi5」
パネリスト：華井　和代さん、阿部晋也さん（丸吉日新堂㈱
代表取締役）、石井茜さん（生活協同組合コープさっぽろ
人事部長）
②「W20報告会―札幌から拡げる、女性のエンパワメント」
（参加者：95人）
W20の報告と地方創生とジェンダー平等についての講

「ノーベル平和賞」
や「W20」など、時勢
にあったテーマで
ジェンダーについて
学ぶ機会を提供す
ることができた。ま
た、多様な方々にご
参加いただけたこと
はジェンダー理解者
の裾野を広げること
につながった。
ワークショップ等の
ノウハウを蓄積する
ことで、参加者が能
動的に学ぶ手法を
取り入れることがで
きた。

施設の利用方法や
新しい複合施設予
約システムの操作
方法について的確
に案内・説明すると
ともに、来館者の要
件を的確に捉え、親
切かつ公平性を
保った対応をするこ
とができた。

▼情報提供・情報発信として、1階エントランスロビー、各
階エレベーター前、廊下等に案内用のパネルを設置し、
内容についても、適宜最新の情報に更新した。
▼各階や情報センター等に、公的機関、関連機関が発行
の情報誌の提供を行った。
▼広報支援として、札幌エルプラザ公共4施設を拠点に活
動する団体のチラシコーナーを設置した。また、1階エント
ランスロビーのディスプレイに、団体情報を配信した。

4分野の市民啓発を
行うため、施設の設
置目的に適した有
益な情報をさまざま
な場所やコンテンツ
を通じて提供し、施
設利用団体の広報
活動を支援できた。

新複合施設予約
システムの導入に
あたり問い合わせ
等の増加があった
が、段階的な周知
の実施、的確な案
内・説明が行わ
れ、円滑な窓口業
務が行われたと認
められる。
（男女共同参画
課）

必要な広報が図ら
れているほか、利
用者から寄せられ
る意見等を基に、
本市と連携しなが
ら適切に対応して
いると認められ
る。
（男女共同参画
課）

本市の計画等と
の整合性を図りな
がら、時勢に即し
たテーマを取り上
げるなど、ニーズ
を反映した事業展
開やコミュニティ
形成の促進が適
切になされてい
る。
今後も、これまで
のノウハウを活用
し、計画的な事業
の展開及び市民
がより関心を持っ
て参加できる工夫
等が図られること
を期待する。
（男女共同参画
課）
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W20の報告と地方創生とジェンダー平等についての講
演、ディスカッションをとおして、一人ひとりがジェンダー平
等の達成の担い手であることを認識する機会の提供を目
的に実施した。
【報告者】大崎 麻子さん（ジェンダー、国際協力専門家）
【講演者】小安 美和さん（株式会社 Will Lab 代表取締役）
【パネルディスカッションパネリスト】大崎 麻子さん、小安
美和さん、井田 芙美子さん（㈱いただきますカンパニー代
表取締役）、水戸 康智さん（㈱MOEホールディングス代表
取締役、長堀 紀子さん（北海道大学女性研究者支援室
特任准教授）、青柳 英樹さん（イオン北海道㈱代表取締
役社長）

▼男女共同参画ワークショップ事業
男女共同参画の意識を高めることを目的に、民間企業・
市民グループなどへ出向いて講座を実施した。仲間と一
緒に楽しみながら「男女共同参画」について考える機会と
してプログラムを提供した。
①出張講座「苫小牧市男女平等参画推進講座」（参加者：
23人）
②北海道武蔵女子短期大学「キャリア論」（参加者：45人）
③出張講座「連合北海道　第3回男女平等参画推進委員
会」（参加者：10人）
④出張講座「自治労北海道本部　2019年度女性部長・女
性担当者会議」（参加者：80人）
⑤出張講座「北海道エバラ特約店会主催　女性社員向け
セミナー」（参加者：18人）
⑥出張講座「社会教育主事講習」（参加者：45人）
⑦出張講座「連合北海道　働く女性の集会」（参加者：10
人）
⑧出張講座「女性の社会参画の実例を見て学べるイベン
ト『アクションHIROBA』」（参加者：324人）
⑨出張講座「人事院 北海道地区女性職員キャリアアップ
研修」（参加者：27人）
⑩出張講座「2019年度アジア地区における男女共同参画
推進官・リーダーセミナー」（参加者：12人）
⑪出張講座  石狩市ワークショップ「みんなでつくる石狩
市の男女共同参画」（参加者：10人）
⑫出張講座「女性を対象とした起業セミナー」（参加者：31
人）
⑬出張講座「苫小牧市主催 ロールモデルカフェ～私らし
い生き方・働き方」（参加者：20人）
⑭出張講座「留萌開発局」（参加者：23人）
⑮出張講座「4年生スタディ・ツアー事前学習」（参加者：
208人）
⑯出張講座「NPO法人ゆいネット北海道「2019年度
SANET養成講座」講師の派遣」（参加者：30人）
⑰「北海道教育大学札幌校『理論・人権』講師派遣」（参加
者：200人）
⑱出張講座「はなみずき in Sapporo 2020」（参加者：25
人）
⑲出張講座「FUJITSUファミリ会 ワークショップセミナー
『アンコンシャス・バイアスを知ろう』」（13人）
⑳出張講座  女性職員活躍・ワークライフバランス推進の
ためのセミナー「イクボス」のススメ（参加者：16人）

▼子育てや介護の環境整備事業
子育てや介護などの負担を担っている方が学習できるた
めに託児を設けた。また、自宅から学べる仕組みづくりに
ついて考えた。
①託児事業（利用者：延べ13人）
②オンラインセミナー（参加者:13人）
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c

c

c

▽　相談業務

▽　健康支援業務

従来より行っている
総合相談・法律相
談に加え、若年女
性向け、男性向け
など、対象ごとに
ニーズを把握して相
談事業を展開する
ことができた。

▽　交流のひろば業務

▼施設設備の市民提供業務
市民に親しまれ身近で利用しやすい市民交流の場の提
供を目的に施設設備の提供を行った。

適正に維持管理を
行い、公正かつ公
平に施設設備を提
供することができ
た。

性と生殖に関する健康と権利について意識の普及を目的
に講座・セミナー等を共催事業等で実施した。
▼協力事業「こもり系女子のためのリンパストレッチ講座」
（参加者：7人）
▼りぷるサロン「理想の恋人演じていない？－I　LADY×
りぷるさっぽろ　（参加者：7人）

市民活動団体と協
働で実施すること
で、女性特有の健
康に関する課題に
ついて、情報が届き
にくい女性を対象に
実施することができ
た。

女性の経済的・社会的自立の促進、人間関係の問題等
の解決を目的に、個人の悩みに応えるため相談の窓口を
開設した。
▼ガールズ相談　（相談件数：1,147件　完了件数：284件）
▼女性のための総合相談　（相談件数：85件）
▼女性のための法律相談　（相談件数：67件）
▼男性のためのワーク・ライフ相談「男子がごちゃごちゃ
話す会」（参加者：7人）
▼ガールズ相談＋（相談件数:29件）
▼相談検討会議
相談員と男女共同参画センターの職員が相談事例に基
づく対応のあり方に関する検討や連携を深めるために実
施した。情報提供や研修等を行った。
▼協力事業
①「令和元年度度無料調停相談会」（相談件数：21件）
　民事・家事についての調停相談を実施した。
　主催：札幌民事調停協会、札幌家事調停協会、公益財
団法人日本調停協会連合
②若年層の性暴力被害者等に対するSNSを活用した相
談事業　（相談件数：23件）
　主催：内閣府男女共同参画局
③若年層向け性的思考及び性別に関わる悩みに関する
SNS相談（相談件数：15件）
　主催：NPO法人北海道レインボー・リソースセンター
　　　　L-Port

従来の相談窓口
に加え、若年層向
けのＳＮＳを活用
した相談、男性向
け相談の実施等、
対象ごとにニーズ
を把握した相談事
業が展開されたこ
とから、評価でき
る。
（男女共同参画
課）

性と生殖に関する
健康と権利につい
ての意識啓発に
関する取組が行
われており、要求
水準を満たしてい
ると評価できる。
（男女共同参画
課）

適切に施設設備
の提供を行ってお
り、要求水準を満
たしていると評価
できる。
（男女共同参画
課）
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c

▽　就労・起業支援業務

▼女性のための起業相談
起業準備中の女性、すでに起業している女性を対象に、
個別の課題解決を目指した相談窓口を実施した。（参加
者:49人）

▼女性リーダー養成研修フォローアップ研修（参加者：15
人）
「平成30年度女性リーダー養成研修」の受講生が、スキ
ル取得とモチベーション維持ができる学びの場を提供す
ること、及び再び集結することによって、異業種の女性社
員同士のネットワークがより強化されることを目的に実施
した。
講師：永岡恵美子さん（サイボウズ株式会社）

▼女性リーダー養成研修（参加者：24人）
企業や組織で働く女性を対象に、スキルアップとモチベー
ションアップ、ネットワーキングを目指し実施した。
①開講講演「女性リーダーの必要性について」
　【講師】治部れんげさん（ジャーナリスト）
②研修「自分の強みを認識する～ストレングスファイン
ダー」
　【講師】長尾彰さん（㈱ナガオ考務店　代表取締役）
③研修「自分らしいWillを描く～中長期でキャリア＆ライフ
ビジョンを描く」
　【講師】小安美和さん（㈱Will Lab　代表取締役）
④研修「問題解決思考を習慣化する」
　【講師】藤原智子さん（㈱チェンジウェーブ取締役副社
長）
⑤成果発表及び修了証授与式

▼女性のためのキャリア支援事業（参加者：16人）
図書・情報館事業「女性のためのワーク・ライフ　カフェ」
ライフイベントの影響を受けやすい女性が、札幌で働くさ
まざまなライフスタイルを選択されたロールモデルのお話
を聴くことで、自分らしく生きるためのヒントを得て、将来の
自分について考える機会を提供することを目的に実施し
た。
【ロールモデルゲスト】
・遠藤綾子さん（北海道開発局）
・竹村真奈美さん（公益財団法人さっぽろ青少年女性活
動協会）
主催：札幌市男女共同参画センター、札幌市図書・情報
館、公益財団法人札幌芸術文化財団

企業の女性リー
ダーを派遣いただく
「女性リーダー養成
研修」や女性の起
業を支援する「コ
ワーキングスペース
事業」などは熟度が
高まり、満足度の高
い花形事業に育っ
たと言える。今後も
常に新しいニーズを
利用者とともに探る
ことで進化させてい
く。

女性の活躍や働
き方改革が国の
課題として掲げら
れている中で、多
様な働き方の支
援を目的とした事
業が多く実施され
ていることは高く
評価できる。
（男女共同参画
課）
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▼共催・協力事業
①共催事業「マザーズハローワーク事業におけるパソコン
短期セミナー」（参加者：延べ1,032人）
主催：北海道労働局
②共催事業「ワーキングマタニティスクール」（参加者：延
べ251人）
主催：札幌市保健福祉局
③協力事業「起業女子のためのfacebookセミナー　＃起
業女子」（参加者：14人）
主催：一般社団法人North-Woman
④協力事業「札幌地域クラウド交流会」（参加者：201人）
主催：札幌地域クラウド交流会実行委員会（実施主体：株
式会社インセンブル）
⑤協力事業「『お金ください』って言えますか？好きを事業
にするために心のブレーキを外す方法」（参加者：31人）
主催：日本ファンドレイジング協会北海道チャプター北海
道女性起業家支援ネットワーク事業事務局
⑥協力事業「花でつなぐ防災プロジェクト～東日本大震災
被災地から学ぶ～ 報告会」（参加者：75人）
主催：一般社団法人ガールスカウト北海道連盟
⑦協力事業「第7回 札幌『地域クラウド交流会』」（参加
者：151人）
主催：札幌地域クラウド交流会実行委員会
⑦協力事業「おうちde学び舎」（参加者3,984人）
主催：おうちde学び舎

▼女性のためのコワーキングスペース事業
起業を含めた柔軟な働き方を支援することを目的にコ
ワーキングスペースの運用を実施した。また、起業に関わ
る学習機会を提供し、利用者のスキルアップ、マインド
アップを図った。
①「思いをカタチにする起業はじめてセミナー」＆女性の
ための創業相談会）（参加者：12人）起業準備の初期段階
の層を対象としたセミナーとミニ相談会を実施
講師： 繁富奈津子さん（一般社団法人North-Woman 代
表理事）
主催：日本政策金融公庫 国民生活事業本部 北海道ビジ
ネスサポートプラザ
②「起業志望者向けセミナー＆創業相談会」（参加者：64
人）
自分らしい起業をするための考え方やマインドを知る講演
会と相談会、交流会を実施
講師：中村朱美さん（佰食屋オーナー／株式会社minitts
代表取締役）
ロールモデルゲスト：吉井美穂子さん（ツキネコカフェオー
ナー／NPO法人ツキネコ北海道代表）
山谷玲奈さん（かぐらじゅオーナー／㈱ファーストバンク代
表取締役）
米澤緒子さん（晴れるもキッチン主宰／合同会社ハレル
モ代表社員）
③「ロールモデルカフェ」（参加者：26人）
先輩女性起業家がコワーキングスペースや創業支援機
関等を活用しながらどのようにしてステップアップしていっ
たのか知る機会としてロールモデルカフェと交流会を実施
スピーカー：戸井由貴子さん（㈱OPT LIFE代表取締役／
マスターライフオーガナイザー）
水口綾香さん（フフジカン代表／防災士）
モデレーター：三ツ井瑞恵さん（えべつセカンドプロジェク
ト）
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c

c

c

調査方法を工夫す
ることにより、対象
者の利便性を高め、
広く意見を回収する
ことに寄与しており、
要求水準を満たして
いるものと評価でき
る。
（男女共同参画課）

様々な媒体を活
用した取組がなさ
れているほか、「り
ぷるさっぽろ」で取
り上げたテーマ
を、サロンの開催
により、実際に参
加者が議論した内
容を情報として得
るという効果的な
循環を作り上げる
等、男女共同参画
意識の醸成が図
られているものと
評価できる。
（男女共同参画
課）

男女共同参画活
動団体に対して、
学習機会を提供
することにより、団
体の自主活動の
支援、活性化に寄
与していると評価
できる。
（男女共同参画
課）

▽　ネットワーク支援業務

▽　普及・啓発、情報収集・提供業務（再掲）

▼企業との連携
男女共同参画の視点から、企業における女性活躍推進
やワーク・ライフ・バランスの推進を目的に実施した。
▼男女共同参画団体支援事業
男女共同参画活動団体に対して、組織運営や資金調達
などに関する学習機会を提供した。
①さっぽろ上野ゼミ「市民活動でジェンダー平等を実現す
るには」（参加者：25人）
②「応援したくなる団体になる～広報戦略」（参加者：22
人）
③「すそ野は広く、山は高く～ファンドレイジング」（参加
者：11人）
④「次世代に引き継ぐために」（参加者：5人）
⑤成果発表会（参加者：32人）
【講師】上野千鶴子さん
※①⑤講師：上野千鶴子さん
【①⑤アドバイザー、②～④講師】
・杉山絢子さん（一般社団法人CAN-Net代表理事／NPO
法人CRファクトリー理事／北海道で強くあたたかい組織
を増やす実行委員会）
・高橋優介さん（discribe with代表／北海道で強くあたた
かい組織を増やす実行委員会）

▽　調査・研究業務

参加対象者に合わ
せ、紙のアンケート
だけではなく、Web
アンケート等を組み
合わせることで、よ
り広い対象からの
意見を回収すること
ができた。

男女共同参画活動
団体を対象に、組
織運営等について
の継続的な支援を
行うことができた。
それぞれの団体と
男女共同参画セン
ターの信頼関係をさ
らに構築することが
できた。

▼情報誌「りぷるさっぽろ」の発行
市民に向け、男女共同参画の意識の浸透と男女共同参
画センターの機能の周知を図るために情報誌を発行し
た。
（各号発行数：5,000部）
①50号「高校生120人に聞いた　それ、女子とか男子とか
関係ある？」
②51号「父が娘に教えてもらうこと～『年頃だから』で逃げ
ないで」
▼りぷるサロン（参加者：7人）＜再掲＞
「りぷる」で特集をされたテーマをもとに市民の方々が実
際に会い、議論を交わすことで、男女共同参画社会に向
けた協働の取り組みを促進するとともに新たな読者の獲
得を目的に実施した。
りぷるサロン「理想の恋人演じてない？―I LADY.×りぷ
るさっぽろ」
51号のテーマと連動し、若年層に向けてSRHR（セクシュ
アル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ：性と生殖に関する
健康と権利）について学び、自己肯定感を高めるワーク
ショップを実施
▼オフィシャルサイトの管理
ホームページにて男女共同参画に関する情報提供を実
施した。市民が親しみやすい表示に努め、利便性の高い
内容の掲載と新鮮な情報提供をスピーディに行った。フェ
イスブックなどのソーシャルネットワークシステムも活用し
た。

情報誌「りぷるさっ
ぽろ」で取り上げた
ことで関心が高まっ
たテーマについて、
「りぷるサロン」を開
催し、人と交流しな
がら情報を得るとい
う循環を作り上げる
ことができた。

各事業や課題ごとにアンケートを実施することで、市民の
ニーズを把握することに努めた。
①相談業務の統計分析
②各事業の参加者へのアンケート実施
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c

c

国連UNHCR協会
と共催で上映会を
実施することで、
市民に対してより
専門的な学びの
機会を提供できて
おり要求水準を満
たしているものと
評価できる。
（男女共同参画
課）

▽　情報収集・提供、相談及び団体活動支援等に関する業
務

【市民活動サポートセンター事業の計画・実施業務】

▼プッシュ型広報の実施
フェイスブックページの運営やメールマガジンの発行によ
り、市民活動に関するタイムリーな情報を提供した。（メー
ルマガジン登録1,176件、フェイスブックフォロワー561件）

▼市民活動情報誌「みんなのしみサポ」の発行
編集ボランティアスタッフと共に紙面作成を行い、市民活
動に関する有益な情報を発信することで、市民活動の発
展や促進を図った。（年3回、各5,000部発行）

▼市民活動相談
「さっぽろパブリックサポートネットワーク」との協働により
実施し、市民活動団体の抱える課題について相談対応を
行った。（相談件数479件）

▼市民活動相談（専門／税務・会計）
「北海道税理士会」との協働により実施し、税務・会計に
関する相談窓口を設けた。（相談件数21件）

情報発信サポート
事業では、毎回
テーマを設定し、市
民活動団体による
パネル展示やス
テージ発表を行い、
市民活動団体の活
動をPRすることがで
きた。

市民活動相談、専
門相談は前年度に
比べて件数が増加
した。（市民活動379
→479、税務・会計
15→21、法律10→
15）利用者との日常
的なかかわりから

【消費者センター事業の計画・実施業務】

▽　市民活動・交流の支援業務

▼札幌市男女共同参画センター運営協議会業務

▼消費者活動団体登録基準により団体登録を行った。 消費者センター前
のスペースや情報
センターを活用し
て、パネル展や発
表等の実施機会を
提供することで、消
費者への啓発を進
めることができた。

▼消費者センター事業受託団体と連絡調整を図りなが
ら、消費者センター前のスペースや情報センターを活用し
て消費生活の啓発パネル展などを実施した。

▼国際交流支援事業
男女共同参画の推進にあたり、国際的な情報を持ち多様
な事業展開を図るため情報交換や国際交流活動の支援
を共催事業等で実施した。

「WILL 2 LIVE! Cinemaパートナーズ　2018年ノーベル平和
賞受賞者ナディア・ムラド　ドキュメンタリー作品『ナディア
の誓い』上映会」（参加者：187人）
主催：国連UNHCR協会

国連UNHCR協会と
共催実施すること
で、男女共同参画
センターだけでは招
聘できない専門性
の高いゲストを招
き、市民に学びの場
を提供することがで
きた。

▽　施設・設備の市民提供業務

（1）統括管理業務　札幌市及び関係機関との連携調整
（運営協議会の開催）参照

消費生活団体によ
る食材研究室及び
消費者サロンの安
定的かつ総合的な
利用を促進すること
ができた。

▼食材研究室及び消費者サロンの利用を通じて、消費者
活動団体の活動を支援した。

▽　国際交流支援業務

▽　男女共同参画センター運営協議会業務（再掲）

プッシュ型広報で
は、新規購読登録
者（フォロワー）が
増加し、市民の情
報収集ツールの
一つとしてある程
度確立している。
また、市民活動情
報誌は、編集ボラ
ンティアとの協働
により作成し、多
様かつ時世にあっ
たテーマを設定
し、市民目線のわ
かりやすい内容で
発信ができていた
と評価する。

両施設とも適切な
業務遂行により、
安定的な利用を
維持していること
は評価できる。今
後も稼働率の向
上につながる周知
や関係施設との
協働により、引続
き取組を実施して
いただきたい。
（消費生活課）
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c ▼しみサポテラス
「市民活動」「NPO」への意識啓発として、広く関心の寄せ
られるテーマを設定し、「フェアトレード」「カラーコーディ
ネート」について市民活動団体が話題提供を行った。
（年2回実施、参加者：延べ15人）

▼NPO基礎講座～よくわかる『NPO』とはじめ方
市民活動を始めるうえで最低限の知っておくべき基礎的
な知識を講座形式で提供した。出張講座として、「西区と
きわ大学」受講者を対象とした講座も実施した。（全3回、
参加者：延べ75人）

▼NPO法人設立講座
NPO法人設立の流れについて、講義とワークを実施した。
（全3回、参加者：延べ52人）

▼子ども・若者の市民活動促進事業『NPOインターンシッ

▽　研修学習に関する業務

NPOインターンシッ
プでは、札幌市内
の高等学校や札幌
市内及び近郊の大
学と連携し、市民活
動サポートセンター
や市民活動のPR～
事務所訪問～イン
ターンシップ～振り
返りという一連の
パッケージを丁寧に
作りこんだことで、
参加者にとって充
実したプログラムを
提供することにつな
がった。
市民活動の次世代

▼市民活動相談（専門／法律）
「NPOのための弁護士ネットワーク」会員の弁護士との協
働により実施し、法律に関する相談窓口を設けた。（相談
件数15件）

▼市民活動相談「相談員研修」
事例研究や学習をとおして相談員と職員間の共通認識や
情報を共有し、相談技能の向上を図った。（年2回実施）

▼利用者アンケート・ヒアリング調査
市民活動サポートセンターのリニューアルに伴い、施設の
利用状況について利用者にアンケートを実施した。（回答
数89人）

▼寄付月間キャンペーン事業
NPOへの寄付の現状や寄付金の役割を周知し、個人や
組織による寄付行動を創出することを目的に、寄付に関
するパネル展を実施した。

相談へつなげたこと
が実を結んだと考
えられる。

アンケート・ヒアリン
グ調査は実施時期
が新型コロナウイル
ス感染拡大によっ
て臨時休館となった
時期に重複したた
め、アンケート回収
数は想定したより少
なくなったが、リ
ニューアルしたこと
についてはおおむ
ね高評価をいただく
ことができた。

市民活動相談に
ついて、前年に比
べ簡易相談件数
が大幅に増加し、
（75→246）、専門
相談件数も増加し
ていることから、
支援活動の浸透
と信頼関係構築
が伺える。一方、
協働実施による相
談件数は大きく減
少している（379→
233）。要因につい
て分析し、引き続
き相談事業の周
知を図ると共に、
幅広い相談に対
応できるよう、これ
までのアンケート・
ヒアリング調査の
結果等を踏まえた
相談技能向上を
意識していただき
たい。
また、特に新型コ
ロナウイルス感染
症対応など市民
活動への影響が
大きいものについ
ては、これに係る
団体からの相談
に速やかに対応
できるよう、団体
のニーズを予測
し、活動支援に資
する情報を収集す
るなど情報提供の
迅速化及び内容
の充実化に努め
ていただきたい。
（市民活動促進担
当課）

各講座の定員充
足率は昨年度に
比べ概ね増加して
おり、満足度にお
いては高い水準を
維持していること
が評価できる。
NPOインターン
シップは昨年度、
参加者が集まらず
一部事業が実施
できなかった反省
を活かし、NPO
ワークショップにて
周知を行ったこと
で大きく参加者数
を伸ばし、充実し
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▼子ども・若者の市民活動促進事業『NPOインターンシッ
プ』
市民活動に係る新たな担い手の発掘及び育成を図り、若
年層に対し「社会的課題と自分の関わり」「生き方」「働き
方」について考える機会を提供した。
（全4プログラム、参加者：延べ84人）

▼子ども・若者の市民活動促進事業　職業体験学習生徒
の受け入れ
札幌市市民活動サポートセンターでの業務体験を通じて
社会課題や市民活動団体に対する気づきを提供した。
（全2校、参加者：延べ18人）

▼NPOマネジメント講座
組織運営に必要な知識や技術についての研修機会を提
供し、市民活動団体の組織基盤強化や実務能力向上を
目的に実施した。（全3回、参加者：延べ37人）

▽　交流活動支援に関する業務

▼NPOワークショップ
多様な個人や活動団体（NPO、企業、学校等）との学びや
連携、マッチングを進め、それぞれの強みや想いを伝える
場を提供し、市民活動サポートセンター及びNPOの活動
に目を向ける機会を創出することを目的として実施した。
（全4回、参加者：延べ217人）

▼NPOワークショップ「DACセブンサミッツ冒険教室」
子どもとその保護者を対象に、一般社団法人DAC未来サ
ポート文化事業団の事業「DACセブンサミッツ冒険教室」
を実施した。（参加者：36人）

▼しみサポ事業サポーター
市民活動サポートセンター主催事業のボランティアとして
の活動をとおして、市民活動に対する理解を深めることを
目的に実施した。（全12回、参加者：延べ20人）

▼月イチ交流サロン～しみサポつながるカフェ～
団体同士の定期的な交流や情報交換の機会の提供を目
的に実施した。（全9回、参加者：延べ67人）

▼市民活動団体支援～しみサポ・マルシェ
札幌エルプラザ情報センターにて、市民活動団体による
物販や体験、ワークショップなどさまざまな形態で出展し、
成果発表や活動PRを行った。（全2回、参加団体19団体、
参加者：延べ1,187人）

▼マチなか×NPO2019
地下歩行空間を会場に、市民活動団体による販売、ワー
クショップの出展、ステージ発表をとおして活動のＰＲを
行った。実施にあたっては出展団体による実行委員会を
組織し、「市民の手によるイベント」とした。（全3回、参加
団体65団体。参加者：延べ8,695人）

市民活動の次世代
の担い手である子
ども・若者に対し、
「自分自身も社会の
中の一員であると
いう気づき」「社会
課題に目を向け、行
動に移すきっかけ」
づくりに向け、引き
続き取り組みを強
化していく。
NPOマネジメント講
座は令和2年3月に
2回実施を予定して
いたが、新型コロナ
ウイルス感染拡大
防止の観点から中
止となったため、次
年度以降の事業と
して実施できるかを
検討していく。

茶話会形式の月イ
チ交流サロンや、登
録制度を設けたし
みサポ事業サポー
ターなど、定期的に
施設に集まる事業
を充実させたこと
で、利用者のリピー
ター化、市民活動サ
ポートセンターの居
場所機能を強化す
ることができた。

マチなか×NPOや
しみサポ・マルシェ
といった「札幌エル
プラザに来たつい
で」「地下歩行空間
に来たついで」に一
般市民が市民活動
について知り、団体
と交流できる場を実
施することができ
た。

を伸ばし、充実し
たプログラムを提
供できたことは市
民活動への参加
意識醸成に繋
がったと評価でき
る。
新型コロナウイル
ス感染症の影響
は長期化すること
が予測されること
から、一部中止と
なったNPOマネジ
メント講座を含
め、次年度、事業
の実施形態や方
法についても検討
していただきた
い。
（市民活動促進担
当課）

NPOワークショッ
プは高等学校・大
学で実施し、対象
者を実施校の学
生としたことで、参
加人数を大きく伸
ばし、次世代の担
い手となる若者に
対して、市民活動
を知る機会を創出
したことは評価で
きる。

しみサポ事業サ
ポーター及び月イ
チ交流サロンは、
参加者の市民活
動への理解促進
や団体同士の交
流を深める場と
なっていることが
評価できる一方、
ボランティア参加
事業数が少なく、
サロンが実施され
ていない月もあっ
たことから、スケ
ジュール調整を図
り、積極的に実施
していただきた
い。

一般市民が多く集
まるエルプラザや
地下歩行空間を
会場とすること
で、市民活動団体
と市民が交流する
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▽　団体活動支援に関する業務

▼施設・設備について
事務ブースの提供　　延べ17団体
ロッカーの提供　　　　延べ108団体
レターケースの提供　延べ291団体

要領に基づき、施
設・設備を提供し、
さまざまな市民活動
団体の活動を促進
することができた。

▼事業運営協議会について（再掲）
（1）統括管理業務　札幌市及び関係機関との連携調整
（運営協議会の開催）参照

当課の指示を受
け、空室が目立っ
ていた事務ブース
の募集について
見直し、定時から
随時に切り替えた
ところ空室が改善
され、市民活動団
体への場の提供
に繋がったことは
評価できる。
引き続き、市民活
動サポートセン
ターの設置目的に
沿った適切な運営
に取り組んでいた
だきたい。
（市民活動促進担
当課）

場を創出し、市民
活動の普及啓発
に繋がっていると
評価できる。
（市民活動促進担
当課
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環境活動団体の
紹介やパンフレッ
ト、ホームページ
やFacebookを活
用した情報提供
は、様々な市民に
対する効果的な
情報提供となって
おり、市の施策の
推進に寄与してい
る。
また、幅広い分野
について、市民団
体等と関わりなが
ら展示を行う工夫
をしていることは
評価できる。
（環境政策課）

利用人数が多く、
ニーズの高い事
業であることか
ら、リーダーの意
見を反映しつつ、
派遣調整業務を
円滑に行うよう努
めていただきた
い。（環境政策課）

平成30年度と同
程度の回数の派
遣があり、広く環
境に関する学習
機会を提供できて
いる。ただ、全体
会の参加人数が
少ない状況にある
ため、より多くのア
ドバイザーに参加
いただける運営を
お願いしたい。
（環境政策課）

各分野の専門家を
市民の要望に応え
る形で派遣すること
ができた。
全体会では、各講
師の専門的な知見
から各派遣先の様
子について情報交
換を行うことができ
た。

▽　環境保全活動、交流の支援と推進業務
　　（環境保全アドバイザー制度）

【環境プラザ事業の計画・実施業務】

▽　環境情報の収集・提供業務

主催者が希望する
活動内容に合わせ
て講師の派遣調整
を行い、市内の環
境活動を支援でき
た。
全体会では活発な
意見交換を行い、ス
ムーズな派遣調整
のための意見をい
ただくことができた。

パンフレットの配架
や団体情報の展示
をとおして、情報提
供と環境問題に関
する意識啓発を推
進することができ
た。
特集コーナーにつ
いては、市民団体
等から専門的な情
報を提供していただ
くことで、タイムリー
な話題の展示を行
うことができた。
環境プラザの事業
をホームページ等
で発信し活動の周
知を図ることができ
た。

▽　環境保全活動、交流の支援と推進業務
　　（環境教育リーダー制度）

▼派遣事務
市内で開催される自然観察会等に環境保全アドバイザー
を派遣した。（全39件　参加者：延べ1,765人）

▼アドバイザー全体会
アドバイザー同士の意見交換を行う中で交流を図った。
（参加者：5人）

▼派遣事務
市内で開催される自然観察会等に環境教育リーダーを派
遣した。（全57件、リーダー派遣人数延べ134人、参加者：
延べ1,736人）

▼リーダー全体会
リーダー同士の意見交換を行う中で交流を図った。（参加
者：8人）

▼展示コーナー
常設の展示に加え、環境関連12施設のパネル展示の更
新、特集コーナーの展示、パンフレット配架やポスター掲
示による環境活動団体の紹介を行った。

▼ホームページ
環境プラザホームページで事業などの広報を行ったり、
Facebookを適宜更新することで情報発信を行った。
ホームページアクセス数：延べ76,950件
Facebook更新回数：61回

▼情報センタ―との連携
あそビバ！エコプラザ（年1回実施）
市民への環境保全活動の普及を目的に、主催事業及び
協力事業（2回）を情報センターと連携して実施した。環境
分野に関する企画立案及び運営の一部を担った。また、
各事業において情報センターを活用した図書などの情報
資料の紹介を行った。
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エコクラブの事務
局機能に加え、環
境プラザ独自のエ
コクラブ活動を展
開するなど、積極
的な事業展開を
行っていることは
評価できる。今後
もエコクラブの充
実に向けて、効果
的な運用をしてい
ただきたい。
（環境政策課）

各業務において、
新型コロナウイル
ス感染症への十
分な対策をとった
上で、稼働率等の
更なる向上に向
け、取組を行って
いただきたい。
（環境政策課）

大学生や環境活
動団体等との連
携や協働により、
環境活動の実践
者を増やすことに
寄与したことは評
価できる。今後も
立場や世代の枠
を超えた交流の支
援など、積極的な
取組を行っていた
だきたい。
（環境政策課）

件数、利用者数は
新型コロナウイルス
感染拡大の影響で
令和2年3月の施設
休館に伴い減少し
た。
継続的に環境活動
団体の支援を行うこ
とができた。

札幌の地方事務局
としての業務を適切
に行うことができ
た。
エコクラブ交流会で
は、子どもたち自身
で考えて次の活動
につながるきっかけ
を提供することがで
きた。
エコクラブ支援事業
は、継続的なプログ
ラムのノウハウを提
供したことで立ち上
げてから間もないエ
コクラブの活動支援
を行うことができ
た。

▽　環境保全活動、交流の支援と推進業務
　　（こどもエコクラブ）

▽　環境保全活動、交流の支援と推進業務
　　（各主体の環境に関する自主的な事業の支援）

▼事務局業務
（公財）日本環境協会が実施するこどもエコクラブ事業の
札幌市内の事務局として、登録や交流会を企画実施した
ほか、こどもエコクラブの全国事務局からの情報提供等を
行った。
（年間10クラブ登録）

▼こどもエコクラブ交流会の企画実施業務
登録クラブの交流を図るために「地産地消を考える」「こど
もエコクラブ活動写真展」を実施した。
（全2回　参加団体：延べ10団体）

▼環境プラザこどもエコクラブ支援事業
こどもエコクラブの活動を希望する児童会館へ、活動支援
としてプログラム（全5回）を提供した。
（実施館　1館）

▽　環境保全活動、交流の支援と推進業務
　　（施設・設備の市民提供）

▼環境研修室　（1,350件　延べ 21,093人）

▼環境活動団体の登録　（44団体）

▼ミーティングルーム　（722件　延べ 3,423人）

▼備品の貸出　（5件）

▼事業協力
市内環境活動団体のニーズ把握と支援を目的に、個別に
協働での事業を実施した。（協力事業15件）

▼学生サポーター事業
環境プラザ事業のサポートやミーティングをとおして、大
学生に子どもの学びの支援活動や事業の企画実施の機
会を提供した。（登録1人）

▼指導者向け研修
環境教育の指導者はもとより、直接環境と関連がなくとも
多くの人と関わる指導者を対象に、環境保全の視点を普
段の活動や事業に取り入れるための事業として「作って
使おう！ミツロウエコラップ」を行った。（参加者：20人）

▼環境関連施設連携事業
環境関連施設や環境保全関連団体職員での連携事業と
して「インタープリターズキャンプ2019in札幌」を共催した
ほか、「CISEネットサイエンステーリング」に参加した。

さまざまな環境活動
団体と協働すること
で、市民に環境のさ
まざまな分野につい
ての啓発につなげ
ることができた。
学生サポーター事
業の登録者数は少
なかったが、職員や
事業の参加者との
交流をとおして環境
教育に触れる機会
を数多く提供するこ
とができた。
指導者向け研修
は、直接環境分野
と関わりがない人に
も環境保全の視点
を普段の活動・事業
に取り入れるきっか
けを提供することが
できた。
環境関連施設連携
事業については、各
施設の強みを活か
し合う形で、参加者
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「親子野あそびよ
うちえん」では、児
童会館等とのネッ
トワークを活かし、
実践的な取組が
なされていると評
価できる。引き続
き、学校教育と環
境教育の結びつ
きが一層強まるよ
うな取組や、指導
者等の人材育成
につながる取組を
行っていただきた
い。
（環境政策課）

環境問題に関心
が低い層に対し、
身近な生活と環境
問題との関わりを
知る機会を提供し
たことについて評
価できる。展示
コーナーの活用業
務については、交
流団体のネット
ワークを広げてお
り、評価できる。今
後も積極的な取組
を行っていただき
たい。
（環境政策課）

▽　普及啓発企画業務

アウトリーチ事業は
これまで出展したこ
とのないイベントに
出展したことで、普
及啓発の機会を増
やすことができた。
また、「バッグとして
エゾシカを有効活用
する」というテーマ
で、あまり環境問題
に興味のない層に
向けて、楽しみなが
らライフスタイルを
考える機会を提供
することができた。

▼児童・生徒等の学習対応業務
学校の授業の一環として来館する児童、生徒らの環境保
全に関する学習を支援した。
（25件）

▼環境教育教材の貸出
環境教育教材の貸出を行った。（年間160件）

▼施設見学対応業務
一般団体の見学を受け入れ、展示解説やアクティビティ
の体験を行った。（65件　参加者：延べ1,215人）

▼展示物学習支援業務
展示物等の解説等により環境問題を学ぶための支援を
行った。（展示コーナー来場者　延べ35,921人）

▼講座・研修
以下の講座・研修を行った。（一部再掲）
エコ育広場及び交流会（参加者：228人）
夏休み自由研究応援講座「まちの中で養蜂体験！」（参
加者：20人）
「親子野あそびようちえん」（年6回　参加者：延べ59組124
人）
環境関連施設連携事業「インタープリターズキャンプ
2019in札幌」（参加者：延べ55人）
CISEネットサイエンステーリング「サケ迷路」（参加者：8
人）
NPOワークショップ「DACセブンサミッツ冒険教室」（参加
者：36人）

児童・生徒への環
境教育・学習の推
進を図り、地球環境
について周知するこ
とができた。また、
教材の貸し出しをと
おして学びを支援す
ることができた。
講座・研修では、市
民のニーズに合わ
せたテーマの事業
を行い、タイムリー
な情報提供を行うこ
とができた。

し合う形で、参加者
に対しさまざまな知
識や学習の機会を
提供することができ
た。

▽　環境教育・学習の推進業務

▼アウトリーチ事業「環境プラザがやってきた」
札幌市環境局や札幌市青少年科学館などが開催するイ
ベントに出展し、環境に関するプログラムを提供した。
（出展回数：5回）

▼ESD促進事業
生き物との共生や資源の地産地消を考える機会として
「道産素材の活かし方～シカ革バッグから考える」を実施
した。（参加者：19人）

▼展示コーナー活用業務
展示コーナーをさまざまな活動主体に活用してもらい市民
の環境保全活動の拡大を図るため、「あそビバ！エコプラ
ザ」「展示コーナー活用」を実施した。
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c

c
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図書の貸出は適正
に行われており、定
期的に蔵書の点検・
整理や、新着資料
の提供を行う等、要
求水準を満たしてい
るものと評価でき
る。
（男女共同参画課）

学習スペース＠
ジョーセを通じて
若年層に対する
取組を実施し、利
用の少ない層を取
り入れようとする
工夫は高く評価で
きる。
また、エルプラシ
ネマについて、柔
軟な実施方法を
用いて工夫してい
ることは評価でき
る。
今後利用者の増
加につながること
を期待したい。
（男女共同参画課）

家庭向け省エネ・
節電総合相談窓
口の件数が減少
していることから、
積極的な利用に
向けた広報などを
検討していただき
たい。各種会議へ
の参加により、情
報共有、事業連携
のきっかけづくり
に取り組むなど、
積極的な姿勢は
評価できる。今後
もこのような取組
を継続していただ
きたい。
（環境政策課）

▽　札幌市環境プラザ運営協議会業務（再掲）

▽　その他の業務（利用者補助、環境保全に関する相談
等、寄付受理、会議への出席）

【情報センター事業の計画・実施業務】

▼図書等貸出・整理・管理業務
市民への蔵書の貸出を行った。また、月1回の図書整理
日に蔵書状況の把握や督促、新着資料等の整理を行っ
た。

▽　情報交流の取組

▼利用者補助
展示コーナー等の資料や機材・教材の操作について助言
した。

▼家庭向け省エネ・節電総合相談窓口
環境に関する相談を受け付けた（年間58件）
※「環境相談ミニ講座」内での相談を含む

▼寄付受理
なし

▼会議への出席
環境局（毎月）、環境中間支援会議・北海道（年4回）、ＣＩ
ＳＥネット（年4回）、生物多様性ネットワーク（年１回）の会
議等に出席し、情報を共有した。

▽　情報センター事業運営業務

▼環境プラザ運営協議会業務

（1）統括管理業務　札幌市及び関係機関との連携調整
（運営協議会の開催）参照

札幌エルプラザ公
共4施設に関連する
分野の興味関心を
引き出し、意識啓発
につなげることがで
きた。

家庭向け省エネ・節
電総合相談窓口で
は、個々のケースに
合わせた相談対応
ができた。
環境局との定例会
議を実施し、講師派
遣に関する情報交
換などをとおして、
円滑な運営につな
げることができた。
また、各環境関連
団体との会議に出
席することで、環境
関連団体との連携
を活かした新しい事
業展開の形を探る
ことができた。

▼学習スペース＠ジョーセ
広く学生に情報センターの周知、4分野への興味を持って
もらうことを目的に実施した。

▼視聴覚資料活用事業　上映会「エルプラ・シネマ」
AV資料を通じて、男女共同参画社会、市民活動、消費生
活、環境保全の４分野に関する興味関心を高め、利用率
を向上することに併せて、蔵書する各分野の資料の活用
を目指すことを目的に実施した。（全13回、参加者：延べ
1,355人）

▼公共施設との連携（男女共同参画センター）〔再掲〕
ミニワークショップ「もしも札幌の学生が東大入学式に出
席したら」（参加者：3人）
ジェンダーや男女共同参画に関する気づきを与えより深く
学ぶために、上野千鶴子さんによる東京大学入学式の祝
辞をもとにワークショップを実施した。（男女共同参画週間
関連事業として実施）

「@ジョーセ」は実施
を待ち望む声が札
幌エルプラザの意
見箱や問い合わせ
に多数寄せられて
おり、ニーズの高い
事業であることから
今後も実施してい
く。

「エルプラ・シネマ」
では上映後にカフェ
スペースを設置する
ことで、参加者同士
や職員との交流が
生まれ、事業の新
たな可能性を発見
することができた。
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c

c

４分野を扱う施設
として、各分野の
特色ある情報提
供・発信に努めて
おり、要求水準を
満たしていると評
価できる。
（男女共同参画
課）

取組を通じて、情
報センターの特色
を活かした利用方
法の提供を行って
おり、要求水準を
満たしていると評
価できる。
今後も、効果的な
情報発信や、場の
提供等を期待した
い。
（男女共同参画
課）

▽　情報発信支援の取組

▼「女性に対する暴力をなくす運動　パープルリボンキャ
ンペーン」
女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボン
の装飾や関連図書の展示をとおして、男女共同参画社会
を形成していく上で克服すべき重要な課題であるという意
識を啓発することを目的に実施した。

▼つながる情報発信事業
札幌エルプラザ公共4施設を利用している市民活動団体
やサークル活動団体が日頃の活動の成果発表や、活動
内容に関連する情報を広く発信することで、団体の活動を
多くの市民に広めPRする機会とした。（年3回、参加人数：
延べ854人）

▼市民活動団体支援～しみサポ・マルシェ　〔再掲〕
札幌エルプラザ情報センターにて、市民活動団体による
物販や体験、ワークショップなどさまざまな形態で出展し、
成果発表や活動PRを行った。（全2回、参加団体19団体、
参加者：延べ1,187人）

取組を通じて、情報
センターを展示やス
テージなどを活用し
て団体の活動成果
発表の場として利
用できるということ
について、市民の認
知が進んだ。
情報が集う場、情報
を発信できる場とし
て、魅力的な空間で
あることを今後も引
き続き周知してい
く。

▼公共施設との連携（環境プラザ）〔再掲〕
あそビバ！エコプラザ（年1回実施）
市民への環境保全活動の普及を目的に、主催事業・協力
事業（2回）を情報センターと連携して実施した。環境分野
に関する企画立案及び運営の一部を担った。また、各事
業において情報センターを活用した図書などの情報資料
の紹介を行った。

▼公共施設との連携（市民活動サポートセンター）〔再掲〕
しみサポテラス
「市民活動」「NPO」への意識啓発として、広く関心の寄せ
られるテーマを設定し、「フェアトレード」「カラーコーディ
ネート」について市民活動団体が話題提供を行った。（年2
回実施、参加者：延べ15人）

▽　情報発信・活用事業の取組

４分野の学びになる
情報発信・活用の
場をつくることがで
きた。情報誌で紹介
した図書と関連させ
たり、セミナーや講
座など、施設間での
情報共有を強めた
りすることでより効
果的な取り組みに
なると考えられる。

▼情報センター図書紹介事業
4つの分野に関するテーマを設定し、それに関連した図書
を選定し紹介することで、より専門的な情報を提供し、利
用者の4分野に対する興味関心を高め、専門的な知識を
深めていくことを目的に実施した。

▼情報誌「りぷるさっぽろ」の発行　〔再掲〕
市民に向け、男女共同参画の意識の浸透と男女共同参
画センターの機能の周知を図るために情報誌を発行し
た。
①50号「高校生120人に聞いた　それ、女子とか男子とか
関係ある？」
②51号「父が娘に教えてもらうこと～『年頃だから』で逃げ
ないで」

▼市民活動情報誌「みんなのしみサポ」の発行　〔再掲〕
編集ボランティアスタッフと共に紙面作成を行い、市民活
動に関する有益な情報を発信することで、市民活動の発
展や促進を図った。（年3回、各5,000部発行）
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

地域や市民団体
とのつながりを深
める取組を行って
おり、施設の周知
及び利用団体の
活動を知ってもら
うほか、4施設一
体管理を活かした
取組を行っている
と評価できる。今
後も、引き続き効
果的な事業の展
開を期待したい。
（男女共同参画
課）

▽　不承認0件、　取消し0件、　減免 56件、　還付601件

男女共同参画セ
ンター、環境プラ
ザともに、新型コ
ロナウイルス感染
症の影響により、
前年度の利用水
準からの減少が
みられた。
新型コロナウイル
ス感染症への十
分な対策を取った
上で、利用者の
ニーズに合わせ、
利便性を考慮する
など、利用の増加
に向けて取り組ん
でいただきたい。
（男女共同参画
課、環境政策課）

1,350

R1実績

人数(人）

稼働率(％)

有料貸室
合計

26193 25,030件数(件)

86% 79%

321,042

21,623

64.2%68.8%

24,728

309,417

件数(件)

80.5%84.5%

有料貸室

23,680

R1計画

▽　利用件数等

件数(件)

【複合施設共通事業の計画・実施業務】

（5）施設利用
に関する業
務 H30実績

人数(人）

稼働率(％)

環境
プラザ

1,441

24,752

フィンランドの民族
楽器カンテレの演
奏会を行う際の空
間づくりや照明の活
用等により、施設の
新たな魅力を再発
見することができ
た。

施設、地域、市民活
動団体等との連携
での事業展開を図
ることで、札幌エル
プラザ公共4施設の
存在をアピールす
る機会となった。
また、利用者や市
民団体等と協力し
た取り組みにより、
利用者をはじめとす
る多くの市民とふれ
あう機会を作ること
ができた。

▼北8条通アマとホップのフラワーロード
札幌エルプラザ公共4施設、地域・企業・行政などが協働
で地域の企画に参加することで、連携と札幌エルプラザ
公共４施設の広報を目的に実施した。
AMAサポーターズ倶楽部の指導のもと、北8条通に面す
る6企業（団体）、北区地域振興課、北区土木部、鉄西ま
ちづくりセンターが協力して、苗植え（種まき）を実施した。
①札幌エルプラザ前花壇及び施設周辺花壇に「アマ」と花
苗の植栽を行った。
②雑草取りなど植栽後の花壇の手入れ、秋には刈入を
行った。
③１年を通した事業をエルプラザ公共４施設１階デジタル
サイネージでスライドショーを行い来館者へアピールし
た。
（植栽参加者：32人）

▼カルチャーナイト2019
市民が地域文化への関心を高め、新しい地域文化の創
造と発展に寄与することを目的に実施した。
実施内容：カンテレあんさんぶる“みゅう”によるカンテレ
演奏と読み語り

▼キャンドルナイト2019
札幌エルプラザ公共4施設来館者に環境行動に関する周
知及び啓発を図るとともに、施設ＰＲを行い、市民参画を
促進するきっかけの提供を目的に「キャンドルナイトinエ
ルプラザ」を実施した。当日までの施設でのPRやキャンド
ルナイト当日の施設内消灯及びキャンドル点灯を行った。

人数(人）

男女共同
参画セン
ター（控
室を除く）

299,419

稼働率(％) 83%

334145

男女共同参画セン
ター、環境プラザと
もに平成30年度実
績に比べ4%程度の
減少が見られた。令
和2年初頭より流行
した新型コロナウイ
ルス感染を懸念し
た利用キャンセル
及び新規予約の獲
得機会損失の影響
が大きかった。

札幌エルプラザ公
共4施設の取組とし
て、日常のさまざま
な行動とSDGｓの関
わりを考える機会を
創出することができ
た。当日は市民が
キャンドルを持ち帰
る様子や写真撮影
する様子が見られ、
活動を広くPRするこ
とができた。
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多様なニーズに対
応しており、評価
できる。今後も柔
軟な対応を行うこ
とで、より一層の
利用拡大に努め
ていただきたい。
（男女共同参画
課、環境政策課）

さまざまな広報手段
を活用し、幅広い年
齢層への広報活動
を行っており、今後
も引き続き、市民の
視点に立ったより効
果的な広報活動に
努め、市民活動の
普及啓発や市民活
動団体の活動支援

▽　広報業務

人数(人） 11,370 12,323
消費者
サロン

件数(件) 1,589 1,501

人数(人） 22,489

（6）付随業務

男女共同
参画
研究室

▽　利用促進の取組

人数(人） 4,578 3,654

稼働率(％) 26.3% 23.1%

食材
研究室

件数(件) 275 240

件数(件) 3,055 2,892

20,880

68.7%

稼働率(％) 75.9% 71.4%

H30実績 R1実績 有料貸室と同様に、
平成30年度実績と
比べ、4%程度の稼
働率減少が見られ
た。令和2年初頭よ
り流行した新型コロ
ナウイルス感染を
懸念した利用キャン
セル及び新規予約
の獲得機会損失の
影響が大きかった。
当年度内の稼働率
は、利用目的が限
られている食材研
究室以外はおおむ
ね70～80％程度と
なった。

稼働率(％) 72.90%

会議
コーナー

件数(件) 1,739 1,660

人数(人） 13,621 12,070

稼働率(％) 83.0％ 79.3％

ミーティン
グルーム

件数(件) 740 722

人数(人） 3,578 3,422

稼働率(％) 70.7％ 68.6％

・Windows7のサポート期間終了に伴って札幌エルプラザ
公共4施設の複合施設予約システムを更新し、インター
ネット上の予約受付に向け段階的に機能を提供した。
・新しい機能提供によって、旧来の予約方法では利用に
結びつかなかった層（若年、企業等）の利用向上が予想さ
れることから、支払業務等を支障なく行うために貸出使用
承認取扱要領の見直しを実施した。

機能提供に伴い、
団体登録の月別増
加数が複合施設予
約システム更新前
より大幅に増加した
月もあり、利用向上
に結び付いたと評
価する。

情報誌やホームページを活用し、札幌エルプラザ公共4施
設に関連する分野の情報提供を行った。また、関係機関
や施設と連携し、情報収集と提供を行った。
▼情報誌「りぷるさっぽろ」の発行（年2回各5,000部）
▼男女共同参画センターホームページ、インターネット
活用事業
・ホームページ
http://www.danjyo.sl-plaza.jp/
・フェイスブックページ
https://www.facebook.com/pages/
札幌市男女共同参画センター/377759212234904
▼「地域連携による女性活躍推進の実践」への情報提供
（独立行政法人 国立女性教育会館）
▼市民活動サポートセンター
プッシュ型広報の実施
フェイスブックページの活用・メールマガジンの定期発行
市民活動情報誌「みんなのしみサポ」の発行（年3回各
5,000部）
▼環境プラザホームページ、子ども向けコンテンツ「キッ
ズページ」、ブログの更新(アクセス数76,950件)
▼環境プラザ見学ツアーＰＲパンフレットの作成（市内小
中学校及び公共施設へ配付、2,000部）
▼講師派遣パンフレットの作成（市内小中学校及び公共
施設等へ配布、5,000部）
▼各施設ホームページの改修に向けて担当職員が研修

紙媒体だけでなく、
インターネットや
SNSの活用など、さ
まざまな広報手段
を活用し、各施設の
目的や機能を周知
することができた。
ホームページは、令
和2年度から更新す
るため、アクセシビ
リティやユニバーサ
ルデザインの考え
方や運用ガイドライ
ンに基づき最新の
規格に対応した改
修作業を進めること
ができた。

合計
件数(件) 7,398 7,015

人数(人） 55,636 52,349

インターネットや
SNSの活用により、
周知を図った点や、
ホームページのアク
セシビリティ向上や
ユニバーサルデザ
イン対応について
は、様々な市民の
利用に対応してお
り、評価できる。引き
続き、効果的な広報
の実施に努めてい
ただきたい。
（男女共同参画課、
環境政策課）

新型コロナウイル
ス感染症の影響
により、前年度の
利用水準からの
減少がみられたも
のの、会議コー
ナー等は、その
ニーズを的確に捉
え、レイアウト変
更を行ったことも
あり、減少を最小
限に食い止めてい
るとも言える。新
型コロナウイルス
感染症への十分
な対策を取った上
で、今後は更なる
利用拡大に努め
ていただきたい。
（男女共同参画
課、市民活動促進
担当課、環境政策
課）
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業務検査・財務検
査を通して、適切
な処理を行ってい
ることを確認した。
（男女共同参画
課）

施設の利用状況
について、要求水
準を満たす報告
が行われている。
（男女共同参画
課）

▽　引継業務

に資する情報提供
の取組みを継続して
いただきたい。
特に、ホームペー
ジ、メルマガ、フェイ
スブックについては
最新情報の掲載に
努めるとともに、とり
わけ新型コロナウイ
ルス感染症対応な
ど市民活動への影
響が大きいものにつ
いては、団体のニー
ズを予測し、活動支
援に資する情報など
積極的な情報収集・
発信及び内容の充
実化に努めていた
だきたい。
（市民活動促進担当
課）

▽　統計調査業務

▽　庶務一般業務

▼公共４施設に関する管理運営業務を効率的に遂行
するため、下記の施設・設備の利用状況の統計調査を
実施した。
・各施設や設備の利用件数、利用人数、利用率、
　利用料金収入額
・視察見学の件数及び人数
・情報センター利用登録者数、図書等の貸出数、
　AVブースの利用者数、インターネット端末の利用者
　数、図書検索端末の利用者数
・団体登録件数
・ホームページのアクセス数
・男女共同参画センター、市民活動サポートセンター、
　環境プラザの相談状況、問い合わせ電話件数
・（環境）環境教育リーダー及び環境保全アドバイザー
　の派遣状況
・（環境）こどもエコクラブの参加状況
・その他、協定に基づく報告事項により、必要な統計
　調査資料を提供した。

毎月統計調査を実
施し、札幌市に報告
した。

平成30～34年度の指定管理業務期間内のため、引継ぎ
業務はない。

▼各施設ホームページの改修に向けて担当職員が研修
に参加し、ホームページのアクセシビリティ、ユニバーサ
ルデザインの考え方や、「みんなの公共サイト運用ガイド
ライン」（総務省作成）を参考にした取組について学んだ。

▼文書管理
管理運営業務に関する各種文書を適正に管理した。
▼講師謝礼に関しては、所得税法に基づき所得税を源
泉徴収し適切に処理を行った。
▼マイナンバーの取扱については、適正に処理を行った。

適正な処理と管理
を行った。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

自動販売機・コイ
ンロッカーの収益
の一部がさぽーと
ほっと基金へ寄付
される仕組みは、
本市の寄付文化
醸成と市民活動
促進に大きく貢献
している。（市民活
動促進担当課）

市内企業への委
託や障がい者の
雇用への配慮が
行われている。今
後も公共施設とし
て求められる福祉
施策への配慮が
継続されることを
期待する。
（男女共同参画
課）

施設に関する総
合的な満足度、接
遇に関する満足
度ともに、前年度
比の回答数が大
幅増となった中に
おいても高水準の
指数となっている
点は評価できる。
アンケート結果を
分析し、すぐに工
夫・対応が可能な
ものは早急に取り
組む等、さらなる
市民サービスの
向上を図ることを
期待する。
（男女共同参画
課）

期間：令和元年12月1日(日)～28日(土)
方法：来館者へ用紙を配布し実施

▼一般利用者への利便性向上や男女共同参画の普及啓
発及び市民活動の促進、情報センターの周知を目的に、
下記の自主事業を行った。
・自動販売機設置事業
・公衆電話設置事業
・施設利用者用コピー機設置事業
・募金コインロッカー設置事業
・コインロッカー（大・特大）設置事業
・イス・ホワイトボード貸出事業
・ワイヤレスインターネット接続サービス事業
・男女共同参画ワークショップ「気づき」のための実践ノー
ト販売

一般利用者等への
利便性の向上を図
ることができた。利
用者ニーズを考慮
して、引き続きサー
ビスの提供に努め
たい。

2　自主事業その他

清掃・警備案内等
は、市内企業に委
託した。また、市内
企業を活用した物
品の発注を行った。

▽　自主事業

▼清掃・警備等業務の委託は、市内の企業等に発注し
た。
▼物品の購入、役務等についても同様に市内の企業など
に発注を心がけた。
▼受付・窓口業務において、障がいを持つ者を雇用した。

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

実施方
法

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

有効回答件数：868件
来館者の施設に対する総合的な満足度91％
（美観清掃、案内表示、有料貸室、活動支援室、
ホームページの満足度「とても良い」「良い」の合計を
平均して算出）
接遇に関する満足度94％（「とても良い」「良い」の合
計）

上記の他、施設の利用に対する具体的な意見や改
善点等を自由記入欄に記載していただいた。
意見・要望については、清掃や警備・案内、エルプラ
ザ管理組合と情報共有や協議を行い、随時対応し
た。
特に予約方法やインターネット利用状況等に関する利用
者の声について、予約システム及び施設ホームページ改
修の参考とした。

前年度比較で回答
数が約4割増とな
り、満足度の割合も
昨年度同様に9割と
高水準を維持する
ことができた。
自由記入欄におけ
る要望等の中では
予約方法・支払いに
関するものが多く、
今後の施設利用
率・利便性を向上さ
せるための参考に
していく。

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

結果概
要
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

新型コロナウィル
ス感染症の影響
により、利用料金
は減少している
が、受託事業収入
や自主事業収入
の増額により収入
は増加している。
支出については、
光熱水費の算出
方法変更による影
響が大きく影響し
て増加している
が、その中におい
て、市民活動サ
ポートセンターの
改修業務を利益
還元の目的から
実施する等、利用
者の利便性の向
上に資する取組を
行っていることは
評価できる。
今後も安全な市民
サービスの確保を
図りつつ、より効
率的な施設運営
に努めていただき
たい。
（男女共同参画
課）

自主事業収入 4,560 5,329 769

242,057 242,056 ▲ 1

利用料金 72,297 ▲ 6,477

指定管理費

16,633

収入

自主事業支出 1,070 735 ▲ 335

指定管理業務支出

45,993 23,111

350,131 371,528 21,397

その他 22,882

348,273 365,675

78,774

収入-支出 ▲ 2,928 ▲ 6,588 ▲ 3,660

0

利益還元 0 8,608 8,608

0

純利益 ▲ 2,928 ▲ 6,588 ▲ 3,660

▽　説明

法人税等 0

適 不適

適 不適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン条
例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

『札幌市経済観光
局雇用推進部雇用
推進課受託事業
「平成31年度　女性
活躍に向けた働き
方改革サポート業
務」』を受託し、計画
より収入増となっ
た。
一方、光熱水費の
算定方法の変更に
伴う支出、施設の経
年劣化を原因とす
る修繕及び役務に
伴う支出、安定した
市民サービスの確
保のための備品更
新を進めたことで支
出増になった。
しかし、札幌市市民
活動サポートセン
ターを改修したこと
で既存の利用者を
介して新たな利用
者を獲得することに
つながるなど、市民
活動の裾野を広げ
る効果が見られた。

351,201 372,263支出

▽　安定経営能力の維持

▼　利用料金収入は、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応
として、利用料金を還付したことや、同一の要因として利用率の低下
等が影響し6,477千円の減となった。
▼　その他収入（事業に係る参加料収入や事業受託に係る収入）は、
『札幌市経済観光局雇用推進部雇用推進課受託事業「平成31年度
女性活躍に向けた働き方改革サポート業務」』を受託したこと等によ
り、23,111千円の増となった。
▼　指定管理業務支出は、主に光熱水費の算定方法の変更が大きく
影響したこと、受託事業等の増加に伴う支出増などにより21,397千円
の増となった。
▼　利益還元は、札幌市市民活動サポートセンター改修業務にかか
る費用（8,608千円）

17,402

指定管理業務収入

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

４　収支状況

▽　収支

項目 Ｒ1計画 Ｒ１決算 差（決算－計画）

（千円）

343,713 360,346

21,062

▼各事業実施時には、収支のバランス等を考慮することで、将来にわ
たって安定経営能力を維持することができるよう努めた。

▼各条例の規定に則り、適切に対応した。
▼情報公開請求はなかった。
▼オンブズマンの実地調査はなかった。
▼札幌市暴力団の排除の推進に関する条例の基本理念に則り、暴
力団の活動に施設を利用させない、委託や物品購入など暴力団や暴
力団関係者を契約の相手方としない等、暴力団排除に積極的に取り
組んだ。
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Ⅲ　総合評価

【指定管理者の自己評価】

　令和元年度末に新型コロナウイルス感染拡大防止を
目的として札幌エルプラザ公共4施設の一部施設の臨時
休館及び機能を制限したことで、令和2年3月の利用者
数は前年度同月の27%にとどまり、年間の利用者数は前
年比93％の573,218人であった。一方非常事態宣言下に
あっても施設として取り組めることを模索し、若年女性層
のための相談「ガールズ相談+」を緊急開設し、休校期
間の若年層のニーズをつかむことに一定の成果を上げ
た。
　男女共同参画センターでは、「市民とともに、ジェン
ダーの気づきと新しいライフスタイルを共創する」という
基本方針のもと、「子ども・若者のためのエンパワメント
事業」「ワーク・ライフ・支援事業」「ジェンダー平等に向け
た取組（ジェンダーイシュー）事業」を重点事業として実
施し、多様な分野におけるジェンダー平等に向けて多く
の市民との接点を作ることができた。特に「ジェンダー平
等に向けた取組（ジェンダーイシュー）事業」では、「ノー
ベル平和賞」や「W20」など、時勢にあったテーマでさまざ
まな市民にジェンダーについて学ぶ機会を提供すること
ができた。
　市民活動サポートセンターでは、知識の習得から実践
まで事業を連動させて展開したことで、潜在層の市民や
NPOを立ち上げたばかりの団体へ細やかな支援を行う
ことができた。特に「NPOインターンシップ」では、高校生
から30歳までの若者が参加し、「自分自身も社会の中の
一員であるという気づき」「社会課題に目を向け、行動に
移すきっかけ」を促すことができた。
　環境プラザでは、環境問題を知る入口として、展示コー
ナーを活用した事業に環境活動団体だけではなく市民
活動団体も出展するなど、市民に提供するプログラムを
充実させることができた。
　情報センターは、「男女共同参画」「市民活動」「消費生
活」「環境保全」という4分野の複合施設としての利点を
生かし、横断的なつながりを意識した取組を強化したこ
とで利用者増につなげることができた。
　施設の管理面では、複合情報システムの改修により貸
室のWEB予約が可能になった。また、市民活動サポート
センターの打ち合わせコーナー改修や、4施設のホーム
ページ改修など、市民の利便性を高めることができた。
また、大規模な修繕が必要になる前に不具合等の早期
発見・早期対応によって、利用者へのサービス提供に支
障をきたさず、かつ費用抑制に努めることができた。

基本理念「まちの活力を高める活動の拠点～多様性に富
んだ市民との共創」を具現化するために次の取組をすすめ
る。特に新型コロナウイルスの影響下で、できることを模索
実践する。

①「出会いとつながりの創出～広がるネットワーク」
・原点に立ち返り、利用者とのコミュニケーションを増やし
「関係の質」向上を図る
・社会的課題の解決につながる視点を持ち、相乗効果が生
まれるつながりを目指す

②「情報の収集と発信の拠点～活動の拡大と潜在的活動
者の再発見」
・館内にある情報を整理し、情報センターで閲覧できるよう
にするとともに、市民や市民活動団体の生きた情報の収
集・提供を図る
・世界、国内、市内の動きにアンテナを張り、多様な分野と
連携を図り、団体活動等の活性化と潜在的活動者の顕在
化を図る

③「多様な活動主体との協働～社会課題の解決のステー
ジ作り」
・世界的な課題から地域課題までの視点を持ち、さまざまな
市民やNPO・企業などとの情報共有の機会を設け、協働に
よる課題の解決につなげていけるよう支援する

④「コスト・マネジメント～管理運営の効率化」
・複合施設としての利点を生かし、管理業務や資金管理の
適正化、市民対応業務の共通化を図り、サービス水準の維
持向上に努める
・職員が働きがいを感じることができるよう心理的安全性を
高める
・デジタルツール（デジタルテクノロジー技術）の効果的な活
用を図る
・経年劣化等からくる不具合に早急に対応するため点検と
修繕を確実に行い、市民サービスの向上を図る

総合評価 次年度以降の重点取組事項
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(4)環境局環境都市推進部環境政策課

　環境プラザは札幌市における環境教育の拠点施設と
して、各種事業の実施や情報発信などに積極的に取り
組んでいる。また、他の環境関連施設や組織・団体との
連携を積極的に行っており、環境保全に寄与するための
機能を果たしている。

　令和元年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により
利用者数が減少したが、依然として認知度や信頼度が高い
施設であるといえる。引き続き、利用者ニーズの分析等を
活かしながら、市内環境関連施設や市民団体、事業者など
と連携し、多様な視点を持ちながら環境教育、環境保全の
推進に効果的な事業を行っていただきたい。

(1)市民文化局男女共同参画室男女共同参画課

　市民の男女共同参画活動の拠点施設として、各種講
座や情報提供、相談事業を実施するほか、活動の場と
して高い利用率を確保するなど、適切な運営が行われ
ており、本市の男女共同参画推進に大きく貢献してい
る。
　施設・設備の経年劣化が課題となる中、毎日の点検や
メンテナンスを実施し、適切な維持管理が行われてお
り、市民サービスの向上に努めていると評価できる。
　今後も引き続き4施設間の連携を図り、情報センターの
有効利用をさらに進めるなど、複合施設であることを活
かした4分野の意識啓発に繋がる取組を積極的に実施
していくことを期待する。

　これまでの指定管理業務で蓄積されたノウハウを生かし、
女性の活躍推進や若者、男性に対する男女共同参画の意
識啓発など、より多くの市民を対象としたバランスの取れた
事業の実施に努めていただきたい。
　また、施設の経年劣化による故障等に加え、令和元年度
は、新型コロナウイルス感染症の影響により、施設利用者
数の減少も見られ、令和２年度以降も影響が継続すること
が懸念されるところであるが、引き続き市との連携体制の
強化を図るなど、利用者への影響を最小限に抑え、市民
サービスの向上につながる管理運営に努めていただきた
い。

(2)市民文化局市民生活部消費生活課

稼働率などの実績から、安定的な業務が遂行されてい
ると評価することができる。
一方で、限定的な利用となっている食材研究室について
は、消費生活団体との協働や施設利用に関する周知拡
大などにより、稼働率向上につながる取組を検討する余
地があると思われる。

多種多様の消費者問題を抱える消費者や消費生活団体
が、利用しやすく、活動拠点として中心的施設となるよう
に、施設利用に関する周知範囲の拡大及び周知方法の拡
充などの取組により、稼働率向上を図っていただきたい。

（３）市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課

　市民活動サポートセンターの事業においては、運営協
議会から出された意見や昨年度事業の反省点を活か
し、事務ブースの運営方法の見直しや参加者募集のア
プローチの工夫などを行い、改善・向上に向けた取組が
見られる。
　また、NPOインターンシップやNPOワークショップでは
子どもや若者の参加を多く得られたことで、市民活動の
新しい担い手創出への積極的な取組を評価する。
　その他、管理運営業務に定める仕様を忠実に履行して
おり、指定管理者としての信頼度、安定度を評価する。

　全事業に共通して、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ
ため、新しい生活様式を取り入れた事業の実施が求められ
る。これまで積み重ねてきた活動団体との関係の後退や市
民活動へ参加する機会を停滞をさせないよう、事業の実施
形態を検討し、積極的な企画・運営をお願いしたい。
　また広報面については、リニューアルしたホームページの
活用をはじめ、スピーディーかつ効果的な情報発信にあり
方について、今後も検討いただきたい。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項
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